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(57)【要約】
　本発明は、所定の濃度の酪酸、３－メチル酪酸および／またはその塩を有するペットフ
ード並びにその製造方法に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ルーメンもレバーも含有せず、５ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／
または４ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの
塩を有するペットフード。
【請求項２】
　５ｐｐｍから１，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから５００ｐｐｍ
の濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩を有することを特徴とする請求項１記
載のペットフード。
【請求項３】
　レバーを含有するが、ルーメンを含有せず、７ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の
酪酸および／または４ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／ま
たはそれらの塩を有するペットフード。
【請求項４】
　１０ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから５００ｐ
ｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩を有することを特徴とする請求項
３記載のペットフード。
【請求項５】
　ルーメンを含有し、２０ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４
ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩を有す
るペットフード。
【請求項６】
　２２ｐｐｍから１，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから５００ｐｐ
ｍの濃度の３－メチル酪酸および／またはそれらの塩を有することを特徴とする請求項５
記載のペットフード。
【請求項７】
　牛のレバーおよび／または鶏のレバーを含有することを特徴とする請求項３または４記
載のペットフード。
【請求項８】
　酪酸および３－メチル酪酸以外にＣ2～Ｃ10脂肪酸を含有することを特徴とする請求項
１から７いずれか１項記載のペットフード。
【請求項９】
　前記脂肪酸が、酢酸、プロピオン酸、イソ酪酸、２－メチル酪酸、ペンタン酸、ヘキサ
ン酸、２－メチルペンタン酸、４－メチルペンタン酸、２－メチル－２－ペンタン酸およ
びこれらの酸の混合物の中から選択されることを特徴とする請求項８記載のペットフード
。
【請求項１０】
　前記酪酸、３－メチル酪酸および／またはそれらの塩が、前記ペットフード内でカプセ
ル中に被包されていることを特徴とする請求項１から９いずれか１項記載のペットフード
。
【請求項１１】
　前記カプセルの材料が、マルトデキストリン、糖、糖の誘導体、融点の高い脂肪、セル
ロースの誘導体、アルギン酸カルシウム、ペクチン酸カルシウム、ゼラチン、ゼイン、ア
ルブミンタンパク質、乳漿タンパク質分離体、大豆分離体、ルピナス分離体、キトサンま
たは高アミロースデンプンであることを特徴とする請求項１０記載のペットフード。
【請求項１２】
　前記カプセルのサイズが１０μｍから２００μｍであることを特徴とする請求項１０ま
たは１１記載のペットフード。
【請求項１３】
　モイストまたはドライタイプのペットフードであることを特徴とする請求項１から１２
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いずれか１項記載のペットフード。
【請求項１４】
　犬用または猫用のペットフードであることを特徴とする請求項１から１３いずれか１項
記載のペットフード。
【請求項１５】
　請求項１から１４いずれか１項記載のペットフードの製造方法であって、ペットフード
成分を、酪酸および／または３－メチル酪酸と混合し、得られた混合物を容器に包装し、
該容器を封止し、該容器を殺菌する各工程を有してなる方法。
【請求項１６】
　請求項１から１４いずれか１項記載のペットフードの製造方法であって、ペットフード
成分を提供し、酪酸、３－メチル酪酸またはそれらの塩のそれぞれの含有量を、発酵剤の
添加による発酵によって調節し、得られた混合物を容器に包装し、該容器を封止し、該容
器を殺菌する各工程を有してなる方法。
【請求項１７】
　前記発酵が、細菌性、真菌性または細胞培養もしくは酵素の添加により行われることを
特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　酪酸および／または３－メチル酪酸またはそれらの塩の添加物をペットフードの製造に
使用する方法。
【請求項１９】
　前記ペットフードが犬用または猫用であることを特徴とする請求項１８記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペットフード並びにその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ペットフードは、モイストタイプまたはドライタイプのペットフードのいずれかとして
、様々なバリエーションで知られている。そのようなペットフードは、異なる成分および
風味を有する。ビーフやチキンの成分に基づくペットフードがよく知られている。肉なし
のペットフードも知られている。そのペットフードは実質的に穀物に基づく。
【０００３】
　公知のペットフードの美味しさは、さらに改善することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明は、動物、好ましくは犬に、さらにより容易に受け入れられ、より
美味しいと分かるペットフードを提供することを課題とするものである。また、もう一つ
の課題は、そのようなペットフードの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の課題は、ルーメン(rumen：反芻胃)もレバー(liver：肝臓)も含有せず、５ｐｐｍ
から１０，０００ｐｐｍの濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの
濃度の３－メチル酪酸、および／またはそれらの塩を有するペットフードにより解決され
る。
【０００６】
　そのペットフードが、５から１０００ｐｐｍ、好ましくは６から２００ｐｐｍの濃度の
酪酸、および／または４から５００ｐｐｍ、好ましくは５から２００ｐｐｍの濃度の３－
メチル酪酸、および／またはそれらの塩を有することが好ましい。
【０００７】
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　あるいは、レバーを含有するがルーメンは含有せず、７ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍ
の濃度の酪酸および／または４ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸、
および／またはそれらの塩を有するペットフードを提供しても差し支えない。
【０００８】
　そのペットフードが、１０から１０００ｐｐｍ、好ましくは１２から５００ｐｐｍの濃
度の酪酸、および／または４から５００ｐｐｍ、好ましくは５から２００ｐｐｍの濃度の
３－メチル酪酸、および／またはそれらの塩を有することが好ましい。
【０００９】
　さらに別の代替物として、ルーメンを含有し、２０ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃
度の酪酸および／または４ｐｐｍから１０，０００ｐｐｍの濃度の３－メチル酪酸、およ
び／またはそれらの塩を有するペットフードを提供しても差し支えない。
【００１０】
　そのペットフードが、２２から１０００ｐｐｍ、好ましくは３０から５００ｐｐｍの濃
度の酪酸、および／または４から５００ｐｐｍ、好ましくは５から２００ｐｐｍの濃度の
３－メチル酪酸、および／またはそれらの塩を有することが好ましい。
【００１１】
　最も好ましい実施の形態において、ルーメンを含有するペットフードは、酪酸の含有量
が少なくとも１００ｐｐｍである。
【００１２】
　さらに、ペットフードが牛のレバー、豚のレバー、および／または鶏のレバーを含有し
ても差し支えない。
【００１３】
　また、そのペットフードが、酪酸および３－メチル酪酸以外に、Ｃ2～Ｃ10脂肪酸を含
有することも好ましい。
【００１４】
　好ましい酸は、酢酸、プロピオン酸、イソ酪酸、２－メチル酪酸、ペンタン酸、ヘキサ
ン酸、２－メチルペンタン酸、４－メチルペンタン酸、２－メチル－２－ペンタン酸およ
びこれらの酸の混合物の中から選択される。これらの酸は、ペットフード中に必然的に含
まれる量を超える追加の量で加えられる。
【００１５】
　本発明によれば、「ルーメン」という用語は「トライプ(tripe：反芻動物の第１・２胃
」も含む。本発明のペットフードに、酪酸および／または３－メチル酪酸を加えることが
できる。もちろん、その１種類以上の適切な塩、好ましくは、ナトリウム、カリウム、カ
ルシウムおよび／またはアンモニウムの塩を単独または１種類以上の酸との組合せのいず
れで加えてもよい。
【００１６】
　その塩を使用しても、動物の受けの低下は観察されない。
【００１７】
　酪酸、３－メチル酪酸および／またはそれらの塩が、ペットフード内で、カプセル中に
被包されていることが好ましい。
【００１８】
　ある実施の形態において、カプセル材料は、マルトデキストリン、糖、糖の誘導体、融
点の高い脂肪、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、エチルセルロース、メチルセル
ロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）などのセルロースの誘導体、
アルギン酸カルシウム、ペクチン酸カルシウム、ゼラチン、ゼイン、アルブミンタンパク
質、乳漿タンパク質分離体、大豆分離体、ルピナス分離体、キトサンまたは高アミロース
デンプンである。
【００１９】
　カプセルのサイズが１０μｍから２００μｍであることがさらに好ましい。
【００２０】
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　さらに別の代替物は、アセトイン（３－ヒドロキシ－２－ブタノン）および／またはジ
アセチル（２，３－ブタンジオン）などの機能性成分の添加である。
【００２１】
　ペットフードがモイストまたはドライタイプのペットフードであることが好ましい。そ
のペットフードが犬用または猫用の食品であることが特に好ましい。
【００２２】
　第２の課題は、本発明によるペットフードの製造方法であって、ペットフード成分を酪
酸および／または３－メチル酪酸と混合し、得られた混合物を容器中に包装し、その容器
を封止し、その容器を殺菌する各工程を有してなる方法により解決される。
【００２３】
　ある代わりの実施の形態において、酪酸、３－メチル酪酸またはそれらの塩のそれぞれ
の含有量が、発酵剤の添加による発酵によって調節され、得られた混合物が容器内に包装
され、容器が封止され、容器が殺菌されるペットフードが提供される。
【００２４】
　発酵が、細菌性、真菌性または細胞培養により、もしくは酵素の添加によって行われる
ことが好ましい。
【００２５】
　さらに、ペットフードの製造に酪酸および／または３－メチル酪酸の添加物を使用する
方法が提供される。
【００２６】
　最後に、ペットフードが犬用または猫用であることが好ましい。
【００２７】
　ｐｐｍで表される酪酸、３－メチル酪酸およびそれらの塩の量は、ペットフードの総質
量に基づく。
【００２８】
　意外なことに、動物、特に犬は、特定の濃度の酪酸および／または３－メチル酪酸を有
するペットフードを特に好んで食べることが分かった。本発明により使用される酸は、室
温で揮発性である。したがって、それらの酸は、ペットフードの芳香に多大に寄与する。
さらに、本出願の発明者等は、どの理論にも制限するものではないが、特に犬は、例えば
、熟成したチーズの芳香などのバターのような芳香を好むと憶測している。
【００２９】
　本発明の範囲内で、「ペットフード」という用語は、例えば、犬、猫、アナウサギまた
はモルモットに給餌される動物向け食品と理解すべきである。ペットフードとは反対に、
飼料は、例えば、蓄牛、羊または馬に給餌される動物向け食品と理解すべきである。
【００３０】
　本発明によるペットフードが、天然濃度で１９ｐｐｍの酪酸および約１．５ｐｐｍの３
－メチル酪酸をすでに有するルーメンを含有する場合、これら酸の量を増すと、ペットフ
ードをさらにより美味しくできることが分かった。これは、動物は、そのようなペットフ
ードを、それぞれの添加物を含有しないペットフードよりも好むからである。このことを
、実施の形態の説明において、以下にさらに詳しく説明する。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明によるペットフードが、天然濃度で約１ｐｐｍの酪酸および約１ｐｐｍの３－メ
チル酪酸を有する、レバー、例えば、牛のレバーおよび／または鶏のレバーを含有する場
合、そのようなペットフードも、さらに酪酸および／または３－メチル酪酸を添加するこ
とによって、より美味しくすることができる。
【００３２】
　ルーメンもレバーも含有しないペットフードは、本発明により、少量の酪酸および／ま
たは３－メチル酪酸を添加することによって、美味しくできる。
【００３３】
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　酪酸および／または３－メチル酪酸は、外部供給源からペットフードに加えることがで
きる。また、発酵過程でそれらの酸を生成することも可能である。本発明によるペットフ
ードの製造方法のある実施の形態において、ペットフードが、封止され殺菌される容器中
に包装される場合には、発酵は実質的に避けられる。
【００３４】
　代わりの実施の形態において、酪酸、３－メチル酪酸またはそれらの塩は、発酵剤の添
加による発酵によって提供され、その際に、得られた混合物は容器内に包装され、その容
器は封止され、殺菌される。
【００３５】
　酪酸および／または３－メチル酪酸は、純粋な形態または基質を介して添加しても差し
支えない。添加物は、液体または固体で差し支えなく、粉末形態が好ましい。
【実施例】
【００３６】
　本発明のさらに別の特徴および利点は、好ましい実施の形態の以下の詳細な説明から明
らかになるが、それらの実施の形態は、本発明の範囲を制限するように解釈すべきではな
い。
【００３７】
実施例１
　３０から６０質量パーセントの肉または魚材料、１０から３０質量パーセントの小麦粉
またはトウモロコシデンプン、５から１２質量パーセントの繊維質材料、１０から３０質
量パーセントの水およびビタミン類、ミネラル類などの他の一般的な添加物からなる一般
的なペットフードを製造した。このペットフードは、ルーメンもレバーも含有しなかった
。ペットフードの一部に１２ｐｐｍの酪酸を加え、穏やかにブレンドした。ｐｐｍで表さ
れる仕様は、ペットフードの総質量を称する。酪酸を加えなかったペットフードを給仕用
ボウルに入れ、酪酸を加えたペットフードを別のボウルに入れた。両方のボウルを同時に
犬に与えた。このテストを、合計で約３０匹の犬に繰り返した。平均的に犬が好んだのは
、酪酸を加えたペットフードであることが観察された。犬は、酪酸が加えられたペットフ
ードを平均で約７０％食べた一方で、未処理のペットフードを平均でたった３０％しか食
べなかった。このことは、酪酸が加えられたペットフードは、未処理のペットフードより
も美味しいことを明らかに示している。意外なことに、約１５ｋｇよりも重い大きな犬が
、酪酸が加えられたペットフードを特に好んだことも観察された。
【００３８】
実施例２
　実施例１にしたがってペットフードを製造した。しかしながら、このペットフードは、
５０質量パーセントの濃度のレバーを有していた。このペットフードの一部に、２０ｐｐ
ｍの酪酸を加えた。使用したレバー中の酪酸の生来の濃度は、１．１ｐｐｍであった。
【００３９】
　次いで、実施例１に記載したテスト手法を繰り返した。重ねて、犬が明らかに好んだの
は、酪酸が加えられたペットフードであったのが観察された。
【００４０】
実施例３
　実施例１にしたがってペットフードを製造した。しかしながら、このペットフードは、
２０質量パーセントの濃度のルーメンを有していた。したがって、未処理のペットフード
は、約７ｐｐｍの濃度の酪酸を有していた。この未処理のペットフードの一部に２０ｐｐ
ｍの酪酸を加えた。このペットフードについても、実施例１に記載したテスト手法を繰り
返した。重ねて、犬が明らかに好んだのは、酪酸が加えられたペットフードであったのが
観察された。
【００４１】
実施例４
　実施例１にしたがってペットフードを製造した。しかしながら、酪酸の代わりに、１０
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ｐｐｍの３－メチル酪酸を加えた。実施例１に記載したテスト手法を繰り返した。重ねて
、明らかにより美味しく、犬が好んだのは、３－メチル酪酸が加えられたペットフードで
あったのが観察された。
【００４２】
実施例５
　実施例１に記載されたペットフードに基づいて、５０、１００、５００、１，０００、
２，０００、５，０００および１０，０００ｐｐｍの酪酸を含むテストを行った。実施例
と同じ手法を行った。重ねて、犬は、酪酸を含有するペットフードを明らかに好んだこと
が観察された。
【００４３】
　それゆえ、上述した結果は明らかに、本発明によるペットフードは、美味しさに関して
、従来のペットフードよりも明らかにより都合よいことを示している。このように製造さ
れたペットフードは、一般的なペットフード成分を酪酸および／または３－メチル酪酸と
混合し、その後、得られた混合物を容器、好ましくはスズ缶中に包装し、次いで、容器を
封止し、続いて、その容器を殺菌することによって、工業希望で容易に製造できる。
【００４４】
　先の説明および特許請求の範囲に開示された本発明の特徴は、本発明をその異なる実施
の形態で実施するのに変換するために、個々と、任意の組合せの両方での素材であろう。
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